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「
孝
子
」
の
名
の
由
来 

現
在
、「
孝
子
桜
」
の
あ
る
城
山
西
小
の
校
庭
は
、
元
々
、
北
條
家
（
現

在
北
條
諭
氏
）
の
先
祖
が
住
ん
で
い
た
屋
敷
で
あ
っ
た
。 

北
條
家
が
、
現
在
地
の
中
島
に
移
っ
た
の
は
慶
長
五
年
（
一
六
〇
一
）
、

長
男
の
北
條
宮
内

ぐ
う
な
い

伯 の
り

通 み
ち

が
、
関
ヶ
原
の
戦
い
に
参
加
し
、
上
田
城
攻
撃

の
際
に
討
ち
死
に
し
た
た
め
、
翌
年
の
慶
長
六
年
（
一
六
〇
二
）、
北
條

家
の
三
兄
弟
は
揃
っ
て
現
在
地
の
中
島
に
移
住
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
こ
の
地
は
「
宮
内
元

ぐ
う
な
い
も
と

屋
敷

や

し

き

」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

後
々
ま
で
家
督
を
譲
っ
た
者
が
隠
居
地
と
し
て
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
に
花
蔵
院
と
云
う
お
寺
が
建
立
さ
れ
た
の
は
、

後
の
こ
と
で
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

そ
も
そ
も
「
孝
子
」
と
い
う
名
は
，
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
。 

時
計
の
針
を
江
戸
時
代
、
第
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
時
代
に
戻
す
こ

と
に
す
る
。
徳
川
綱
吉
と
云
え
ば
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
「
生

類
憐
み
の
令
」
と
い
う
お
触
れ
を
出
し
、「
犬
公
方
」
と
し
て
知
ら
れ
る

将
軍
様
だ
。
犬
肉
を
食
す
る
風
習
が
な
く
な
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期
か

ら
と
云
わ
れ
て
い
る
。 

綱
吉
公
は
、
徳
川
家
康
を
曾
祖
父
に
、
徳
川
秀
忠
を
祖
父
に
、
父
は

家
光
公
で
あ
る
。
綱
吉
公
は
、
父
家
光
公
の
影
響
を
強
く
受
け
儒
学
に

造
詣
が
深
か
っ
た
こ
と
は
歴
代
将
軍
の
中
で
も
特
出
し
て
い
た
。 

綱
吉
公
は
、
老
中
堀
田
正
俊
を
片
腕
と
し
て
数
々
の
改
革
を
行
っ
た
。

不
真
面
目
な
大
名
家
、
御
家
騒
動
、
御
代
官
の
不
正
さ
え
も
一
切
許
さ

な
か
っ
た
。
そ
の
一
方
で
真
面
目
な
百
姓
た
ち
を
表
彰
す
る
信
賞
必
罰

の
方
策
で
臨
ん
だ
。
こ
れ
が
「
天
和

て

ん

な

貞
じ
ょ
う

享
き
ょ
う

の
改
革

か
い
か
く

」
と
云
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
忠
孝
節
儀
の
百
姓
を
旌
表

せ
い
ひ
ょ
う

し
た
の
も
、
そ
の
一
つ
で
あ
っ

た
。
旌
表
と
云
う
の
は
、
善
行
の
人
を
表
彰
し
て
世
の
中
に
知
ら
し
め

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
家
門
に
は
「
旌
門

せ
い
も
ん

」
が
建
て
ら
れ
た
。 

下
野
国
に
も
数
十
人
の
孝
子
、
節
婦
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
現
れ
た

と
云
わ
れ
て
い
る
。「
孝
子
」
は
男
子
に
、
「
節
婦
」
は
女
子
に
与
え
ら

れ
た
尊
称
で
あ
る
。 

さ
て
、
古
賀
志
村
北
條
家
の
甚
左
衛
門
義
治
が
、
貞
享
三
年
（
一
六

八
六
）、
二
十
一
歳
の
頃
、
「
孝
子
」
と
い
う
尊
称
を
い
た
だ
い
た
と
さ

れ
る
伝
承
は
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
と
推
定
さ
れ
る
。

「
旌
門
」
は
中
島
で
は
な
く
唐
沢
の
宮
内
元
屋
敷
に
建
て
ら
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。 

甚
左
衛
門
義
治
は
、
そ
れ
以
来
、「
孝
子
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
三
年
後
の
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
），
甚
左
衛
門
義
治
は
、

二
十
四
歳
に
し
て
北
條
家
第
九
代
の
家
督
を
相
続
し
て
い
る
。 
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時
は
流
れ
て
、
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）、
五
十
歳
に
な
っ
た
甚
左
衛

門
義
治
は
、
家
督
を
新
蔵

し
ん
ぞ
う

伯
記

の
り
ふ
さ

に
譲
り
、
唐
沢
の
宮
内
元
屋
敷
に
隠
居

し
て
い
る
。 

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
、
甚
左
衛
門
義
治
は
、
六
十
二
歳
の
折
、

出
家
し
て
弘
蔵
院
祐
清
法
印
の
弟
子
と
な
っ
た
。
そ
の
翌
年
の
享
保
十

三
年
（
一
七
二
八
）、
宮
内
元
屋
敷
内
に
花
蔵
院
と
云
う
お
寺
が
建
て
ら

れ
た
。
そ
の
場
所
は
今
の
孝
子
桜
の
東
側
で
あ
る
。
建
立
し
た
の
は
甚

左
衛
門
義
治
本
人
で
あ
っ
た
。  

今
日
、「
孝
子
桜
」
と
呼
ば
れ
る
枝
垂
れ
桜
は
、
い
つ
頃
植
え
ら
れ
た

も
の
な
の
か
。 

こ
の
当
時
、
枝
垂
れ
桜
の
よ
う
な
桜
の
苗
は
お
寺
に
し
か
植
え
ら
れ

な
か
っ
た
。
古
い
お
寺
に
枝
垂
れ
桜
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

孝
子
桜
の
苗
は
、
享
保
十
三
年
に
花
蔵
院
が
建
て
ら
れ
た
時
に
植
え
ら

れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
未
だ
「
孝
子
桜
」
と
い
う
名

称
は
な
く
無
名
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。 

第
十
代
北
條
新
蔵
伯
記
も
名
主
を
務
め
る
時
に
は
、「
甚
左
衛
門
」
の

名
を
用
い
て
い
た
。「
孝
子
」
と
云
う
尊
称
は
、
中
島
北
條
家
に
代
々
引

き
継
が
れ
、
後
々
ま
で
北
條
家
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

新
蔵
伯
記
は
，
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）、
第
十
一
代
の
家
督
を
文 ぶ

ん

太
夫

だ

ゆ

う

伯 の
り

昌 ま
さ

に
譲
っ
て
い
る
。
こ
の
文
太
夫
伯
昌
こ
そ
当
流
剣
術
の
兵
法
家
と

し
て
近
隣
に
名
を
馳
せ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
伯
昌
は
「
文
太
夫
さ
ま
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
昭
和
二
十
年
代
ま
で
、「
ぶ
ん
だ
い
さ
ま
」
と
云
え

ば
、
中
島
の
北
條
家
を
指
し
て
い
た
。
北
條
家
の
家
伝
記
と
云
う
べ
き

『
家
傳
記
三
』
を
書
き
出
し
た
の
も
、
こ
の
文
太
夫
伯
昌
で
あ
り
、
五

十
八
歳
の
時
で
あ
っ
た
。 

「
孝
子
」
と
云
う
名
が
、
古
文
書
『
家
傳
記
三
』
に
最
初
に
登
場
す
る

の
は
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
こ
と
で
あ
る
。 

文
太
夫
伯
昌
に
傘
寿
の
お
祝
い
が
あ
っ
た
の
は
寛
政
五
年
（
一
七
九

三
）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
祝
賀
の
席
で
漢
詩
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
の
漢

詩
の
一
節
に
注
目
す
べ
き
「
孝
子
」
の
名
が
登
場
す
る
。 

甚
左
衛
門
義
治
は
寛
保
二
年
（
一
七

四
二
）、
七
十
七
歳
に
亡
く
な
っ
た
。

宮
内
元
屋
敷
の
地
に
は
、
「
孝
子
」

と
い
う
尊
称
が
後
々
ま
で
残
る
こ

と
に
な
っ
た
。
「
孝
子
」
と
は
、
綱

吉
公
の
御
代
に
甚
左
衛
門
義
治
が

「
孝
子
」
の
尊
称
を
頂
い
た
こ
と
に

由
来
し
て
い
る
。
（
上
写
真 

甚
左

衛
門
義
治
の
肖
像
画
） 
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「
孝
子
献
盃
喜
悦
顔
」
、
こ
の
「
喜
悦
顔
」
の
主
人
公
こ
そ
、
文
太
夫
伯 

昌
本
人
に
他
な
ら
な
い
。「
孝
子
」
と
は
、
甚
左
衛
門
義
治
以
来
、
北
條 

家
の
代
名
詞
と
な
り
、
文
太
夫
伯
昌
の
代
に
な
っ
て
も
、
こ
の
尊
称
が 

残
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
貞
享
三
年
に
唐
沢
に
「
旌
門
」 

が
建
て
ら
れ
て
か
ら
、
少
な
く
て
も
百
七
年
は
経
っ
て
い
る
。 

 

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
二
月
十
四
日
、
東
の
山
に
野
火
が
発
生
し 

た
。
こ
の
野
火
は
宮
内
元
屋
敷
に
あ
っ
た
唐
沢
観
音
堂
と
花
蔵
院
を
焼 

き
尽
く
し
、
更
に
唐
沢
の
民
家
八
軒
ま
で
焼
き
尽
く
し
た
。 

枝
垂
れ
桜
（
現
孝
子
桜
）
は
、
こ
の
時
、
野
火
を
浴
び
た
も
の
の
焼
け 

残
っ
た
。
花
蔵
院
の
再
建
の
動
き
は
早
く
、
同
年
八
月
に
は
普
請
所
も 

建
ち
、
同
年
十
一
月
に
は
棟
上
式
を
行
っ
て
い
る
が
、
唐
沢
観
音
堂
の 

方
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
。 

時
が
移
り
、
人
が
変
わ
る
と
、
唐
沢
の
宮
内
元
屋
敷
に
残
っ
て
い
た

「
孝
子
」
の
本
来
の
意
味
を
知
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
古
賀
志
村
に
は
、「
孝
子
桜
」
の
伝
説
が
存
在
し
て
い
た
。 

「
古
賀
志
大
日
様
の
入
口
に
あ
る
一
株
の
山
桜
を
昔
よ
り
孝
子
桜
と
呼

ん
で
い
た
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。 

こ
の
伝
説
で
は
、
あ
く
ま
で
大
日
様
の
入
口
の
一
株
の
山
桜
の
大
木
で 

あ
っ
て
、
宮
内
元
屋
敷
に
あ
っ
た
花
蔵
院
の
枝
垂
れ
桜
と
は
別
物
で
あ 

っ
た
。
こ
こ
に
云
う
「
古
賀
志
大
日
様
の
入
口
」
と
は
、
権
現
塚
（
現 

宇
都
宮
文
挟
線
の
南
側
の
平
地
林
）
の
あ
る
通
称
「
権
現
山
」
を
指
す
。

こ
の
地
は
、
か
つ
て
、
日
光
道
と
結
城
街
道
の
二
つ
の
旧
道
が
交
る 

往
来
の
要
所
で
あ
っ
た
。
新
田
の
集
落
と
権
現
塚
と
は
、
距
離
に
し
て 

五
百
㍍
を
満
た
な
い
。
新
田
の
集
落
に
は
旧
結
城
街
道
が
抜
け
、
権
現 

塚
で
旧
日
光
道
と
交
わ
っ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
こ
は
花
蔵
院
の
廟
所
で 

も
あ
り
、
唐
沢
・
中
島
の
祭
祀
の
場
と
な
っ
て
い
た
所
で
あ
っ
た
。 

「
大
日
様
」
と
は
、
大
日
窟
の
こ
と
で
、
昔
は
「
湯
殿
大
権
現
」
と
呼 

ば
れ
、
権
現
山
が
大
日
様
参
詣
の
起
点
に
当
っ
て
い
た
。 

孝
子
桜
の
伝
説
で
は
、
新
田
に
住
む
孝
行
息
子
が
、
病
気
の
父
親
か
ら
、 

「
死
ぬ
前
に
あ
の
桜
の
花
を
も
う
一
度
見
た
い
」
と
云
わ
れ
た
こ
と
か 

ら
、
毎
日
、
大
日
様
に
御
百
度
参
り
を
続
け
て
い
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、 

不
思
議
に
も
大
日
様
入
口
の
山
桜
の
花
が
咲
い
て
い
た
、
と
い
う
の
が 

筋
書
き
で
あ
る
。
こ
の
伝
説
は
、
語
り
継
が
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ 

れ
が
文
章
化
さ
れ
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
っ
た
。 

 

民
話
が
創
作
さ
れ
た
た
の
は
昭
和
末
期
で
あ
る
。
そ
れ
が
文
章
化
さ 

れ
、
世
に
出
た
の
は
、
昭
和
五
十
八
年
以
降
で
あ
る
。
こ
の
民
話
の
創 

作
者
は
、
地
元
の
人
で
は
な
い
。 

こ
の
民
話
で
は
、
大
日
様
入
り
口
に
あ
っ
た
山
桜
が
、
校
庭
に
あ
る
枝 

垂
れ
桜
に
す
り
か
わ
っ
て
い
る
。
宮
内
元
屋
敷
に
あ
っ
た
枝
垂
れ
桜
は
、 

「
孝
子
」
の
本
来
の
由
来
か
ら
離
れ
て
独
り
歩
き
し
て
、
孝
行
息
子
の 

話
に
す
り
替
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
古
賀
志
村
に
残
っ
て
い
た
伝 

説
が
、
校
庭
に
あ
る
枝
垂
れ
桜
に
す
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
新
た

に
孝
子
桜
の
民
話
と
し
て
衣
替
え
し
た
も
の
と
云
え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
孝
子
桜
の
姿
は
、
永
い
年
輪
を
経
て
変
わ
っ
て
き
た
。 
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そ
の
後
、
孝
子
桜
は
自
力
で
樹
勢
を
徐
々
に
回
復
し
て
き
た
。 

昭
和
三
十
四
年
、
宇
都
宮
市
指
定
文
化
財
と
し
て
天
然
記
念
物
の
指
定

を
受
け
た
。
こ
の
時
点
で
「
樹
齢
約
四
〇
〇
年
」、
名
称
は
「
孝
子
桜
」

と
し
て
登
録
さ
れ
た
。 

こ
の
「
樹
齢
四
〇
〇
年
」
に
は
後
日
談
が
あ
る
。
大
正
十
二
年
（
一
九

二
三
）、
青
年
教
師
野
沢
岩
蔵
氏
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
古
賀
志
め
ぐ
り

『
愛
郷
歌
』
が
あ
る
。
そ
の
五
番
目
に
次
の
歌
詞
が
あ
る
。 

「
老
い
の
櫻
の
名
木
は 

高
さ
五
丈
と
五
尺
あ
り 

周
り
一
丈
七
尺
余 

 

枝
振
り
珍
し
歳
五
百
…
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。 

こ
の
「
歳
五
百
」
と
し
た
樹
齢
に
は
根
拠
が
な
く
、
単
な
る
語
呂
合
わ

せ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
当
然
、
北
條
家
第
十
八
代
北
條
文
吾
氏
か
ら
、

こ
の
樹
齢
に
つ
い
て
「
古
す
ぎ
る
」
と
い
う
異
議
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
当
時
の
学
務
委
員
は
柴
田
要
助
氏
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

こ
の
樹
齢
に
つ
い
て
は
、
百
年
を
差
し
引
い
て
、「
四
百
年
」
と
す
る
こ

と
で
落
ち
着
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。
そ
れ
以
来
「
樹
齢
四
百
年
」

が
定
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。
孝
子
桜
の
樹
勢
が
最
も
衰
え
た
の
は
、
昭

和
二
十
七
年
か
ら
二
十
八
年
に
か
け
て
で
あ
っ
た
。
当
時
は
、
今
日
の

よ
う
に
観
桜
の
機
運
は
な
く
、
こ
の
孝
子
桜
の
知
名
度
も
高
く
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
未
だ
、
孝
子
桜
の
民
話
す
ら
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
後
、
樹
木
医
の
努
力
に
よ
っ
て
、
現
在
の
美
し
い
姿
に

蘇
っ
た
の
で
あ
る
。
孝
子
桜
は
正
に
不
老
長
樹
と
云
え
よ
う
。
二
文
字

で
表
現
す
る
な
ら
、
正
に
「
老
麗
」
と
云
う
字
が
相
応
し
い
。
そ
の
美

し
い
姿
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
支
え
る
陰
の
老
幹
に

こ
そ
眼
を
注
い
で
ほ
し
い
。 

史
実
や
伝
承
か
ら
伝
説
が
生
ま
れ
る
。
民
話
は
、
そ
れ
ら
を
媒
体
と 

し
て
創
作
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
過
程
で
史
実
や
伝
承
が
歪
曲
さ
れ
て
い

く
の
は
世
の
常
で
あ
る
。 

孝
子
桜
の
民
話
が
人
の
心
を
打
つ
の
は
、
病
気
の
父
親
に
対
す
る
息
子

の
健
気
な
介
護
の
姿
が
重
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
永
く
語
り

継
が
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
史
実
や
伝
承
も
知
り
、
伝
説
も
知
っ
て
、

民
話
を
知
る
。
語
り
継
が
れ
る
民
話
か
ら
、
そ
れ
ま
で
と
は
一
味
も
二

味
も
違
う
孝
子
桜
が
見
え
て
く
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
六
年
四
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昭
和
二
十
七
年
ま
で
孝
子
桜

は
、「
五
丈
五
尺
」
の
樹
高
を

誇
っ
て
い
た
。
半
折
し
た
の

は
、
こ
の
年
の
晩
秋
で
あ
る
。

要
因
は
老
樹
の
主
幹
が
朽
ち

て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
孝
子

桜
は
、
わ
が
身
を
半
分
に
縮

め
て
、
身
を
守
っ
た
と
云
え

る
。 

           

           

  
 


